
資料 １

アイヌ生活向上推進方策検討会議の設置について

１ 目 的

現在、道が進めている第２次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策が、平成２７年

度で最終年次となることから、アイヌ関係者や有識者等で構成する検討会議を設け、アイヌ

の人たちに対する今後の総合的な施策のあり方について検討を行う。

２ 経 緯

・ 道では、アイヌの人たちの自立を促進し、社会的・経済的地位の向上を図るため、昭和

４９年度以降、これまでに４次にわたるウタリ福祉対策と２次のアイヌの人たちの生活向

上に関する推進方策を策定し、生活の安定、教育の充実、雇用の安定、産業の振興など、

各般にわたる総合的な施策を計画的に推進してきている。

・ 現在進めている第２次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策が、平成２７年度に

最終年次となることから、道内のアイヌの人たちの生活実態を把握し、今後のあり方を検

討する上で必要な基礎資料を得るため、平成２５年１０月に「北海道アイヌ生活実態調査」

を実施した。

・ アイヌ関係者や有識者等で構成する検討会議を設け、実態調査の結果も踏まえながら、

アイヌの人たちに対する今後の総合的な施策のあり方について検討を行う。

・第１次ウタリ福祉対策（昭和49年度～昭和55年度） ← 昭和47年実態調査

・第２次ウタリ福祉対策（昭和56年度～昭和62年度） ← 昭和54年実態調査

・第３次ウタリ福祉対策（昭和63年度～平成６年度） ← 昭和61年実態調査

・第４次ウタリ福祉対策（平成７年度～平成13年度） ← 平成５年実態調査

・第１次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策（平成14年度～平成20年度） ← 平成11年実態調査

・第２次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策（平成21年度～平成27年度） ← 平成18年実態調査

３ 検討会議の設置

(1) 検討組織 アイヌ生活向上推進方策検討会議

(2) 検討事項 第２次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策以後のアイヌの人たち

に対する総合的な施策のあり方について

(3) 委 員 数 １１名

(4) 委員構成

・アイヌ関係者 ５名

北海道アイヌ協会役員、民芸品製造業者、漁業者、生活相談員

・有 識 者 等 ６名

学識経験者、教育関係者、中小企業関係者、漁業関係者、市町村行政関係者



資料 ２

アイヌ生活向上推進方策検討会議設置要綱

（設置目的）

第１ 北海道におけるアイヌの人たちの自立を促進し、社会的、経済的地位の向上を図るた

め、アイヌの人たちに対する今後の総合的な施策のあり方について協議する「アイヌ生活

向上推進方策検討会議」（以下「検討会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２ 検討会議が所掌する事項は次のとおりとする。

(１) アイヌの人たちの生活向上に関する今後の総合的な施策のあり方についての検討に関

すること。

(２) その他必要と認められる事項に関すること。

（委員）

第３ 検討会議は、11名以内の委員をもって構成する。

２ 委員は、学識経験者、教育関係者、産業関係者、市町村行政関係者及びアイヌ関係者の

中から知事が委嘱する。

３ 委員の任期は、委嘱の日から平成27年３月31日までとする。

（委員長等）

第４ 検討会議に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は委員が互選し、副委員長は委員長が指名する。

３ 委員長は委員を代表し、会務を総括する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。

（会議の招集）

第５ 検討会議は、委員長が招集する。

（関係者の出席）

第６ 委員長は、必要があると認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。

（庶務）

第７ 検討会議の庶務は、環境生活部アイヌ政策推進室において行う。

（その他）

第８ この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会

議に諮って定める。

附 則

１ この要綱は、平成26年６月18日から施行する。

２ この要綱は、平成27年３月31日限り、その効力を失う。



資料 ３

アイヌ生活向上推進方策検討会議委員名簿

所 属 及 び 役 職 名 氏 名

阿寒アイヌ工芸協同組合 専務理事 秋 辺 日出男
あき べ ひ で お

白糠漁業協同組合 専務理事 芦 田 廣 康
あし だ ひろ やす

むかわ町 アイヌ生活相談員 芦 谷 明 美
あし や あけ み

公益社団法人北海道アイヌ協会 副理事長 阿 部 一 司
あ べ かず し

北海道商工会連合会 事務局長 石 橋 孝
いし ばし たかし

標津漁業協同組合 代表監事
小 川 悠 治
お がわ ゆう じ

標津町議会 副議長

北海道大学アイヌ・先住民研究センター 准教授 落 合 研 一
おち あい けん いち

二風谷民芸組合 代表理事 貝 澤 守
かい ざわ まもる

北海道アイヌ地区振興対策事業推進協議会会長
酒 井 芳 秀
さか い よし ひで

新ひだか町長

北海道大学大学院法学研究科 教授 長谷川 晃
は せ がわ こう

千歳市立末広小学校 校長 山 口 輝
やま ぐち あきら



資料 ４

傍 聴 要 領

１ 傍聴する場合の手続

(１) 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、受付で氏名及び住所

を記入し、事務局の指示に従って会場に入室してください。

(２) 傍聴の受付は先着順で行います。定員になり次第、受付を終了し

ます。

２ 傍聴するに当たって守るべき事項

(１) 次に該当する方は、傍聴することができません。

① 酒気を帯びていると認められる方

② 会議の進行の妨げになると認められるものを携帯している方

③ その他、運営者において傍聴が不適当と認める方

(２) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たり、次の事項を守ってください。

① 静粛に傍聴することとし、私語は慎むこと。

② みだりに傍聴席を離れないこと。

③ 拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明しないこと。

④ 飲食しないこと。

⑤ 写真撮影、録画、録音等をしないこと。

⑥ その他、会議の秩序を乱したり、議事を妨害するようなことは

しないこと。

３ 会議の秩序の維持

(１) 上記２のほか、傍聴者は運営者の指示に従ってください。

(２) 傍聴者が以上のことを守らない場合は、注意し、なおこれに従わ

ないときは、退場していただく場合があります。



資料 ５

アイヌ生活向上推進方策検討会議の進め方（案）

２６年度 １９年度
考え方

開催
テーマ

開催
テーマ

時期 時期 検討会議での全体議論 各委員による検討

・実態調査結果の内容説明 ・実態調査結果の内容説明

１ ７月 ・現状のアイヌ施策の内容 ８月 ・現状のアイヌ施策の内容 ○施策の現状・実態調査結果

説明 説明 の説明

・会議の進め方等の検討 ○会議の進め方等の検討

・施策の課題抽出

・今後の実態調査の課

・現状のアイヌ施策の課題 ・現状のアイヌ施策の課題 題抽出

２ １０月 整理 １０月 整理 ○施策課題の議論・整理

・次期対策の必要性の検討 ・次期対策の必要性の検討 ○次期対策の必要性の検討

・次回実態調査のあり方 ○次期実態調査のあり方検討

検討 ・新方策の体系・内容

抽出

・次期対策の施策体系、 ・次期対策の施策体系 ・期間の課題抽出

３ １２月 期間等の検討 １２月 期間等の検討 ○次期対策の体系・内容の議

・次期対策の内容の検討 ・次期対策の内容の検討 論・整理

○次期対策の推進期間の検討

・報告書記載事項抽出

４ １月 ・報告書案の内容検討 ２月 ・報告書案の内容検討 ○報告書記載事項の整理

○報告書案の検討



資料 ６
ア イ ヌ 関 連 施 策 の 体 系

昭和３６年 国は、道やアイヌ関係者からの強い要請を受け、厚生省予算の地方改善施設整備費
補助金の中に「ウタリ福祉対策費」を計上した。このため、道としては、国の支援を
得ながら、生活館、共同浴場の整備などアイヌの人びとの福祉向上対策の取り組みを
本格的に開始した。

【昭和２１年「北海道アイヌ協会」設立、昭和３６年に「北海道ウタリ協会」名称変更】

昭和４８年 「北海道ウタリ福祉対策」（昭和４９～５５年度）を策定。
・昭和４７年に第１回北海道ウタリ生活実態調査を実施
・生活環境の改善、社会福祉の充実、教育・文化の振興、など５分野

その後、昭和５４年、６１年、平成５年と合計３回のウタリ生活実態調査を行うとともに、
３次にわたる「北海道ウタリ福祉対策」（昭和５６年～平成１３年度）を策定し、関連施策を総
合的に推進。（「北海道ウタリ福祉対策」としては、計４次にわたり、２８年間実施。）

平成 ９年 ・アイヌ文化振興法制定 平成１１年 ・第５回「ウタリ生活実態調査」を
実施

平成 ９年 平成１１年
平成１３年 ・「アイヌの人たちの生活向上に関す

・(財)アイヌ文化振 ・道は「アイヌ文化の る推進方策」（Ｈ14～20）を策定
興機構設立 振興等を図るための

施策に関する基本計
画」を策定

平成１８年 ・第７回「アイヌ生活実態調査」を
実施

平成１９年 ・アイヌ生活向上推進方策検討会議
の開催

平成２０年 ・「アイヌの人たちの生活向上に関す
る推進方策（第２次）」を策定

アイヌ文化の振興と アイヌの人たちの生活向上に
理 解 の 促 進 関する推進方策（第２次）
（Ｈ９～ ） （Ｈ２１～２７）

１ アイヌ文化の振興 １ 生活の安定
・アイヌ文化の保存・伝承 ・生活の安定・向上
・アイヌ文化の振興 ・生活環境などの改善

２ 教育の充実
２ 理解の促進 ３ 雇用の安定
・知識の普及・啓発 ４ 産業の振興
・理解の促進 ・農林漁業の振興

・中小企業の振興
５ 団体活動の促進

平成２５年 ・第７回「アイヌ生活実態調査」を
実施

平成２６年 ・アイヌ生活向上推進方策検討会議
の開催

平成２７年 ・第３次推進方策の策定

（公財）アイヌ文化振興機構の事業を中心 第３次推進方策（Ｈ２８～ ）の推進
とした文化振興施策の推進



資料 ７

施 策 体 系 の 推 移

アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策（第２次） アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策（第１次）
（平成21年度～平成27年度） （平成14年度～平成20年度）

基本的方向 推進施策 基本的方向 推進施策

１ 生活の安定 １ 生活の安定
○生活の安定・向上 Ø生活相談員の活動の充実 ○生活の安定・向上 Ø生活相談員の活動の充実

Ø生活相談員の資質の向上 Ø生活相談員の資質の向上
Ø生活館の運営の充実 Ø生活館の運営の充実
Ø関係融資制度の活用促進 Ø関係融資制度の活用促進

○生活環境などの改善 Ø生活環境施設の整備 ○生活環境などの改善 Ø生活環境施設の整備
Ø住宅の改善 Ø住宅の改善

２ 教育の充実 Ø高校・大学等への進学促進 ２ 教育の充実 Ø高校・大学等への進学促進
Ø教育相談の充実

３ 雇用の安定 Ø職業訓練の受講機会の確保 ３ 雇用の安定 Ø職業訓練の受講機会の確保
Ø職業相談員の活動の充実 Ø職業相談員の活動の充実
Ø職業相談員の資質の向上 Ø職業相談員の資質の向上
Ø就職資金等の充実、活用促進 Ø就職資金等の充実、活用促進
Ø各種免許取得の推進 Ø各種免許取得の推進

４ 産業の振興 ４ 産業の振興
○ 農林漁業の振興 Ø生産基盤・経営近代化施設の整備 ○ 農林漁業の振興 Ø生産基盤・経営近代化施設の整備

Ø関係融資制度の活用促進 Ø関係融資制度の活用促進

○ 中小企業の振興 Ø民芸品の販路拡大 ○ 中小企業の振興 Ø民芸品の販路拡大
Ø工芸者の製作技術の向上 Ø工芸者の製作技術の向上
Ø経営相談・指導活用の充実 Ø経営相談・指導活用の充実
Ø関係融資制度の活用 Ø関係融資制度の活用

５ 民間団体の活動の促進 Ø北海道ウタリ協会等の活動の促進 ５ 民間団体の活動の促進 Ø北海道ウタリ協会等の活動の促進
Ø地域での組織強化の取組の促進 Ø地域での組織強化の取組の促進
Ø研究機関等との連携促進



資料 ８

アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策（第２次）による主な事業

施 策 体 系 事 業 名 事 業 内 容

１ 生活の安定

(1) 生活の安定・向上 生活館整備事業費補助金 Ø生活館や地区道路の整備、生活館の維持運営・職員配置に対する助成
アイヌ生活向上振興資金貸付金 Ø緊急生活資金の貸付
アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金） Ø生活相談員等の各種相談員研修会に対する助成

(2) 生活環境などの アイヌ生活向上振興資金貸付金（再掲） Ø浴室及び墓碑の整備資金の貸付
改善 アイヌ住宅改良事業費補助金 Ø住宅の新築、改築等に対する市町村貸付事業への助成

２ 教育の充実 高等学校等進学奨励費 Ø高校、大学等への修学資金等の助成又は貸付
高等学校通学費補助金 Ø高校への通学費の助成
専修学校等進学奨励費補助金 Ø専修学校・各種学校の修学資金等の助成
アイヌ生活向上振興資金貸付金（再掲） Ø大学等の入学一時金の貸付
アイヌ教育相談員設置費 Øアイヌ教育相談員の配置

３ 雇用の安定 就職奨励事業費補助金 Ø特殊自動車・船舶操縦等の免許の取得費用の助成
アイヌ雇用促進費補助金 Ø雇用推進員の配置及び活動への助成
アイヌ入校対策費 Ø公共職業訓練受講者への受講支度金等の助成
公共職業訓練手当 Ø公共職業訓練受講者への訓練手当の支給
就職支援委託訓練費（機動訓練） Ø再就職の促進を図るための職業訓練の実施

４ 産業の振興

(1) 農林漁業の振興 アイヌ農林漁業対策事業費 Øアイヌの農林漁家の生産基盤及び経営近代化施設等の整備に対する助成
(2) 中小企業の振興 アイヌ中小企業振興特別対策費補助金 Øアイヌ民芸品展示会の開催、工芸者技術研修の実施、経営指導員の配置に対する助成

中小企業総合振興資金貸付金 Ø新たに事業を開始する創業者等に対する融資
５ 民間団体の活動の アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金）（再掲） Ø北海道アイヌ協会及び各地区アイヌ協会が行う各種事業への助成

促進 アイヌ総合センター管理運営費 Ø道立アイヌ総合センターの管理運営

〈参考〉

施 策 体 系 事 業 名 事 業 内 容

文化の振興 アイヌ民族文化研究センター運営費 Øアイヌ民族の言語、歴史、芸術、生活技術等に関する調査研究
アイヌ文化保存対策費 Øアイヌ民俗文化財に関する調査・整理、アイヌ語指導者研修会等への助成
アイヌ文化振興・研究推進機構事業費補助金 Øアイヌ語指導者・口承文芸伝承者等の育成、伝統的生活文化再現マニュアルの作成等
アイヌ総合センター管理運営費（再掲） Ø文化伝承教室の開催

理解の促進 アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金）（再掲） Ø北海道アイヌ協会及び各地区アイヌ協会が行う各種事業への助成
「先住民の日」記念事業費補助金（H26からアイヌ協会補助金に統合） Ø「国際先住民の日」記念事業への助成
アイヌ総合センター管理運営費（再掲） Ø道立アイヌ総合センターの管理運営
アイヌ文化振興・研究推進機構事業費補助金（再掲）Øアイヌ語やアイヌ文化の振興、普及啓発、イオルの再生等
アイヌ教育相談員設置費（再掲） Øアイヌ教育相談員の配置
北海道ふるさと教育・観光教育推進事業 Ø学校現場におけるアイヌ民族の歴史・文化等をテーマとする学習の支援



資料 ９

アイヌ政策関連予算の状況

（単位：千円）

施 策 体 系 ２６年度予算額 ２５年度予算額

１ 生活の安定 ２１２，３８８ ２２９，４３１

生活館整備事業費補助金 １２５，８２４ １３４，２６９

アイヌ生活向上振興資金貸付金 ３５，６４４ ４４，０００

アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金） ３２，０７６ ３２，３１８

アイヌ住宅改良事業費補助金 １８，８４４ １８，８４４

２ 教育の充実 ２６９，５９８ ３０９，９４８

高等学校等進学奨励費補助金 ２０５，８３６ ２３７，１４８

高等学校通学費補助金 ２，４００ ３，０００

専修学校等進学奨励費補助金 ２３，４８０ ２３，５６２

アイヌ生活向上振興資金貸付金〔再掲〕 ３５，６４４ ４４，０００

アイヌ教育相談員設置費 ２，２３８ ２，２３８

３ 雇用の安定 ３６，４８７ ３６，０１２

就職奨励事業費補助金 １，０５０ ９４５

アイヌ雇用促進費補助金 １，８０６ １，７９３

アイヌ入校対策費 ６９２ ６９２

公共職業訓練手当 ２０，１１４ ２０，１１３

就職支援委託訓練費（機動訓練） １２，８２５ １２，４６９

４ 産業の振興 ２８７，２２４ ３００，９９０

アイヌ農林漁業対策事業費 ２５９，３７０ ２７３，１３６

アイヌ中小企業振興特別対策費補助金 １１，４６７ １１，４６７

中小企業総合振興資金貸付金 １６，３８７ １６，３８７

５ 民間団体の活動の促進 ４３，０３２ ４２，６３３

アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金）〔再掲〕 ３２，０７６ ３２，３１８

アイヌ総合センター管理運営費 １０，９５６ １０，３１５

小 計（再掲除く） ７８１，００９ ８４２，６９６

文化の振興 ３７０，５１４ ３６３，４２３

アイヌ民族文化研究センター運営費 １５，７７６ １６，４２４

アイヌ文化保存対策費 ２２，６６２ ２２，８７８

アイヌ文化振興・研究推進機構事業費補助金 ３２１，１２０ ３１３，８０６

アイヌ総合センター管理運営費〔再掲〕 １０，９５６ １０，３１５

理解の促進 ３６９，６９４ ３６２，９７４

アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金）〔再掲〕 ３２，０７６ ３２，３１８

「先住民の日」記念事業費補助金 アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金に統合） ５４３

アイヌ総合センター管理運営費 〔再掲〕 １０，９５６ １０，３１５

アイヌ文化振興・研究推進機構事業費補助金〔再掲〕 ３２１，１２０ ３１３，８０６

アイヌ教育相談員設置費〔再掲〕 ２，２３８ ２，２３８

北海道ふるさと教育・観光教育推進事業 ３，３０４ ３，７５４

合 計（再掲除く） １，１４３，８７１ １，２００，１０１
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資料 １０

各 事 業 の 概 要

〔生活の安定〕

事 業 名 アイヌ生活向上推進費（生活館整備事業費補助金）（生活環境施設改善整備事務費）

市町村が行う生活館の運営及び整備に要する経費に対して助成します。

事業の概要

項 目 内 容 予算額(千円)

運営費 生活館維持運営のために必要な経費 113,007

施設整備費 生活館整備に要する経費 11,250

事務費 指導監督に要する経費 1,567

計 125,824

予 算 額（千円） 本年度 前年度 新・継（開始年度：昭48～）
予算額及び 125,824 134,269

財源内訳 内訳 一般財源 42,203 45,117 担当部署

特定財源 83,621 89,092
環境生活部アイヌ政策推進室

摘要

〔生活の安定・教育の充実〕

事 業 名 アイヌ生活向上推進費（アイヌ生活向上振興資金貸付金）

アイヌの人たちの生活の向上を図るため、福祉資金、大学等入学資金等の貸付を行います。

事業の概要

項 目 内 容 予算額(千円)

福祉資金 緊急の生活資金を必要とする者に対する貸付け 7,100

環境整備資金 浴室及び墓碑の整備に必要な資金の貸付け 1,950

入学一時資金 私立高校、専修学校及び大学の入学時納付金として必要な資金の 26,594

貸付け

計 35,644

予 算 額（千円） 本年度 前年度
新・継（開始年度：昭60～）

予算額及び 35,644 44,000

財源内訳 内訳 一般財源 0 0 担当部署

貸付金収入 35,644 44,000 環境生活部アイヌ政策推進室
摘要

〔生活の安定・民間団体の活動の促進・理解の促進〕

事 業 名 アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金）

協会の運営に要する経費に対して助成します。

事業の概要 補助先 公益社団法人北海道アイヌ協会

項 目 内 容 予算額(千円)

補助金 協会が実施する各種事業に対する補助 32,076

計 32,076

予 算 額（千円） 本年度 前年度 新・継（開始年度：昭36～）
予算額及び 32,076 32,861

財源内訳 内訳 一般財源 32,076 32,861 担当部署

環境生活部アイヌ政策推進室
摘要
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〔生活の安定〕

事 業 名 アイヌ住宅改良促進事業費補助金

老朽化している住宅の建替、改修及び土地取得に対し市町村が貸付けする資金に対して助成します。

事業の概要

項 目 内 容 予算額(千円)

事業費 住宅新築 貸付限度額 7,600千円 18,844

償還期間25年以内

住宅改修 貸付限度額 4,800千円

償還期間15年以内

宅地取得 貸付限度額 5,900千円

償還期間25年以内

計 18,844

本年度 前年度 新・継（開始年度：昭48～）予 算 額（千円）
予算額及び 18,844 18,844

財源内訳 内訳 一般財源 9,422 9,422 担当部署

特定財源 9,422 9,422
環境生活部アイヌ政策推進室

摘要 他部計上（建設部）

〔教育の充実〕

事 業 名 アイヌ生活向上推進費（高等学校等進学奨励費補助金）

高校に修学する者に対して入学支度金及び修学資金を助成するとともに、大学に進学する者に対して入

事業の概要 学支度金及び修学資金の貸付けを行います。

項 目 内 容 予算額(千円)

入学支度金 高校（1人 23,760円） 3,314

大学（1人 37,800円） 1,499

修学資金 高校 国公立（月額 23,000円） 80,682

私立 （月額 43,000円）

大学 国公立（月額 51,000円） 120,341

私立 （月額 82,000円）

計 205,836

予 算 額（千円） 本年度 前年度
新・継（開始年度：昭49～）

予算額及び 205,836 237,148

財源内訳 内訳 一般財源 102,918 118,574 担当部署

特定財源 102,918 118,574 環境生活部アイヌ政策推進室
摘要

〔教育の充実〕

事 業 名 アイヌ生活向上推進費（高等学校通学費補助金）

高校に遠距離通学している者に対して通学交通費を助成します。

事業の概要

項 目 内 容 予算額(千円)

通学交通費 月額 500～7,500円 2,400

計 2,400

予 算 額（千円） 本年度 前年度
新・継（開始年度：昭59～）

予算額及び 2,400 3,000

財源内訳 内訳 一般財源 2,400 3,000 担当部署

環境生活部アイヌ政策推進室
摘要
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〔教育の充実〕

事 業 名 アイヌ生活向上推進費（専修学校等進学奨励費補助金）

専修学校・各種学校に進学する者に対して入学支度金及び修学資金を助成します。

事業の概要

項 目 内 容 予算額(千円)

入学支度金 １人 23,100円 776

修学資金 月額 23,000円 22,704

計 23,480

予 算 額（千円） 本年度 前年度 新・継（開始年度：昭54～）
予算額及び 23,480 23,562

財源内訳 内訳 一般財源 11,740 11,781 担当部署

特定財源 11,740 11,781
環境生活部アイヌ政策推進室

摘要

〔教育の充実・理解の促進〕

事 業 名 教育指導費（アイヌ教育相談員設置費）〔教育庁〕

アイヌ民族の歴史及び文化に関する教育相談について指導、助言を行い、アイヌに関する教育の振興に

事業の概要 努めます。

項 目 内 容 予算額(千円)

相談員の設置 アイヌ教育相談員の設置 1名 2,238

計 2,238

本年度 前年度 新・継（開始年度：昭58～）予 算 額（千円）
予算額及び 2,238 2,238

財源内訳 内訳 一般財源 2,238 2,238 担当部署

教育庁学校教育局

摘要 義務教育課支援グループ

〔雇用の安定〕

事 業 名 アイヌ生活向上推進費（就職奨励事業費補助金）

就職を容易にするため特殊自動車・船舶操縦等の免許の取得に必要な経費及び就職の際の支度に必要な

事業の概要 経費を助成します。

項 目 内 容 予算額(千円)

技術修得費 特殊自動車、船舶操縦及びクレーン運転免許を取得する経費に対す 1,050

る助成

就職支度金 中学校卒業者が就職する際の支度金の助成 0

計 1,050

予 算 額（千円） 本年度 前年度 新・継（開始年度：昭49～）
予算額及び 1,050 945

財源内訳 内訳 一般財源 1,050 945 担当部署

環境生活部アイヌ政策推進室
摘要
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〔雇用の安定〕

事 業 名 アイヌ生活向上推進費（アイヌ雇用促進費補助金）

北海道アイヌ協会が委嘱する雇用推進員の求人開拓、職業相談等の活動に対して助成します。

事業の概要

項 目 内 容 予算額(千円)

推進員設置費 アイヌ雇用推進員 １５人 1,212

推進員活動費 雇用相談事務等に要する経費 594

計 1,806

予 算 額 本年度 前年度
新・継（開始年度：昭58～）

予算額及び （単位:千円） 1,806 1,793

財源内訳 内訳 一般財源 1,806 1,793 担当部署

環境生活部アイヌ政策推進室
摘要

〔雇用の安定〕

事 業 名 公共訓練費（アイヌ入校対策費）〔経済部〕

公共職業訓練を受講する者に対して、受講支度金又は受講奨励金を支給します。

事業の概要 項 目 内 容 予算額(千円)

受講奨励金 支給額 月額 23,000円 276

受講支度金 支給額 １回 23,100円 416

計 692

本年度 前年度
新・継（開始年度：昭52～）予 算 額（千円）

予算額及び 692 692

財源内訳 内訳 一般財源 346 346 担当部署

特定財源 346 346
経済部労働局人材育成課研究開発グループ

摘要

〔雇用の安定〕

事 業 名 公共訓練費（公共職業訓練手当）〔経済部〕

公共職業訓練を受講する者で、一定の条件を満たす者に対して訓練手当を支給します。

事業の概要

項 目 内 容 予算額(千円)

施設内訓練 支給額 １人１か月平均 119,722円 20,113

計 20,113

本年度 前年度 新・継（開始年度：昭50～）予 算 額（千円）
予算額及び 20,114 20,113

財源内訳 内訳 一般財源 10,057 10,057 担当部署

特定財源 10,057 10,056
経済部労働局人材育成課研究開発グループ

摘要
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〔雇用の安定〕

事 業 名 公共訓練費（就職支援委託訓練費（機動訓練）〔経済部〕

雇用失業情勢により発生する離職者に対し、機動的な職業訓練を実施することにより再就職の促進を図

事業の概要 ります。

項 目 内 容 予算額(千円)

就職委託訓練費 ９コース 12,825

計 12,825

本年度 前年度
新・継（開始年度：昭40～）予 算 額（千円）

予算額及び 12,825 12,469

財源内訳 内訳 一般財源 6,413 6,235 担当部署

特定財源 6,412 6,234
経済部労働局人材育成課産業人材支援グループ

摘要

〔産業の振興〕

事 業 名 アイヌ農林漁業対策事業費〔農政部〕

アイヌ農林漁家の所得及び生活水準の向上を図るため、アイヌ農林漁家の経営の改善に必要な生産基盤

事業の概要 や経営近代化施設の整備を支援します。

項 目 内 容 予算額(千円)

農林業生産基盤整備 区画整理、かんがい排水、農道・林道の新設又は改良等 259,370

事業

農林漁業経営近代化 農業用機械・施設、林業用機械・施設、水産物処理施設等

施設整備事業

附帯事務費等

計 259,370

予 算 額（千円） 本年度 前年度
新・継（開始年度：平21～）

予算額及び 259,370 273,136

財源内訳 内訳 一般財源 18,920 20,136 担当部署

特定財源 240,450 253,000 農政部農業経営局農業経営課

摘要 支援グループ

〔産業の振興〕

事 業 名 アイヌ生活向上推進費（アイヌ中小企業振興特別対策費補助金）

アイヌ民芸品の市場開拓を図るための展示会の開催と技術研修及び経営ノウハウ研修を行うほか専門経

事業の概要 営指導員を配置し、アイヌ中小企業の振興を図ります。

項 目 内 容 予算額(千円)

アイヌ中小企業振興対 民芸品展示会 ４会場（道内、道外） 5,779

策事業費補助金 技術等研修事業 伝統的工芸品産地等での技術取得等研修 1,621

経営改善指導事業費補 経営指導員の配置 4,067

助金

計 11,467

本年度 前年度 新・継（開始年度：昭50～）予 算 額（千円）
予算額及び 11,467 11,467

財源内訳 内訳 一般財源 11,467 11,467 担当部署

環境生活部アイヌ政策推進室
摘要
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〔産業の振興〕

事 業 名 中小企業総合資金貸付金〔経済部〕

中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図り、本道産業経済の発展に資するため、金融

事業の概要 機関に原資を預託して、中小企業者に対する融資を促進します。

項 目 内 容 予算額(千円)

事業活性化資金 新規融資枠 13,000百万円 16,387

（創業貸付）

※アイヌの人たちに特化した制度ではありません。

本年度 前年度
新・継（開始年度：昭30～）予 算 額（千円）

予算額及び 16,387 16,387

財源内訳 内訳 特定財源 16,387 16,387 担当部署

経済部中小企業課金融グループ
摘要

〔民間団体の活動の促進・文化の振興・理解の促進〕

事 業 名 アイヌ文化施設管理費（アイヌ総合センター管理運営費）

アイヌ民族の歴史に関する理解を深めるとともに、アイヌ文化の伝承及び保存を図るために道立アイヌ

事業の概要 総合センターの管理運営を行います。

項 目 内 容 予算額(千円)

管理運営 指定管理者：公益社団法人北海道アイヌ協会 10,956

計 10,956

予 算 額（千円） 本年度 前年度
新・継（開始年度：平3～）

予算額及び 10,956 10,315

財源内訳 内訳 一般財源 10,956 10,315 担当部署

環境生活部アイヌ政策推進室
摘要

〔文化の振興〕

事 業 名 アイヌ文化施設管理費（アイヌ民族文化研究センター運営費）

アイヌ民族文化に関する調査研究等を行い、その成果の普及等を図りアイヌ民族文化の振興に寄与しま

事業の概要 す。

項 目 内 容 予算額(千円)

運 営 費 運営協議会開催、関係機関打ち合わせ、調査研究、啓発資料作成、 6,670

研究紀要作成 等

維 持 費 データベース整備費 等 1,851

非常勤職員 研究職員等 7,255

計 15,776

予 算 額（千円） 本年度 前年度
新・継（開始年度：平6～）

予算額及び 15,776 16,424

財源内訳 内訳 一般財源 15,776 16,424 担当部署

環境生活部アイヌ政策推進室
摘要
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〔文化の振興〕

事 業 名 文化財保存対策費（アイヌ文化保存対策費）〔教育庁〕

アイヌ文化の保存・伝承を図るため、調査・記録保存及び伝承者の養成等を行います。

事業の概要

項 目 内 容 予算額(千円)

アイヌ民俗文化財調査事業 アイヌ民俗技術に関する調査、金成マツノートの整理翻訳 11,207

アイヌ文化財専門職員等研 専門職員等の資質向上と養成を図るための研修会 203

修事業

アイヌ民俗文化財伝承・活 アイヌ民俗技術伝承講座、アイヌ民俗芸能伝承講座、伝承者養 11,252

用事業 成講座、講座成果発表

計 22,662

予 算 額 本年度 前年度
新・継（開始年度：昭48～）

予算額及び （単位:千円） 22,662 22,878

財源内訳 内訳 一般財源 11,433 11,541 担当部署

特定財源 11,229 11,337 教育庁生涯学習推進局

摘要 文化財・博物館課文化財保護グループ

〔文化の振興・理解の促進〕

事 業 名 アイヌ文化振興・研究推進機構事業費補助金

「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」に基づき、国の

事業の概要 指定を受けてアイヌ文化の振興等の事業を行う公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構の事業に要す

る経費を助成します。

補助先 公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構

項 目 内 容 予算額(千円)

事業費 研究の推進、アイヌ語の振興、アイヌ文化の振興、普及啓発、伝統 262,887

的生活空間（イオル）の再生

事務費 人件費、管理費 58,233

計 321,120

予 算 額（千円） 本年度 前年度
新・継（開始年度：平9～）

予算額及び 321,120 313,806

財源内訳 内訳 一般財源 321,120 313,806 担当部署

環境生活部アイヌ政策推進室
摘要 負担区分 国 1/2（直接補助）北海道 1/2

〔理解の促進〕

事 業 名 教育指導費（北海道ふるさと教育・観光教育推進事業）〔教育庁〕

総合的な学習の時間における「アイヌの人たちの歴史・文化」と「北方領土」の学習の充実や、北海道

事業の概要 の自然や文化、観光を含む産業等の教育資源の活用を充実することにより、北海道についての理解を深め、

郷土に対する愛着や誇りを育む、ふるさと教育・観光教育の充実を図ります。

項 目 内 容 予算額(千円)

教育実践指導普及事業 公開授業教員研修会実施等 1,314

学校普及啓発事業 メニューイベント、実践事例交流会、リーフレット作成・配布 1,990

計 3,304

本年度 前年度
新・継（開始年度：平23～）予 算 額（千円）

予算額及び 3,304 3,754

財源内訳 内訳 一般財源 3,304 3,754 担当部署

教育庁学校教育局

摘要 義務教育課学力向上推進グループ



- 1 -

資料 １１

平成２５年 「北海道アイヌ生活実態調査」の実施結果について（概要）

１ 調査の目的
この調査は、北海道におけるアイヌの人たちの生活実態を把握し、今後の総合的施策のあり

方を検討するため、必要な基礎資料を得ることを目的として実施した。

２ 調査の対象
この調査における「アイヌ」とは、「地域社会でアイヌの血を受け継いでいると思われる方、

また、婚姻・養子縁組等によりそれらの方と同一の生計を営んでいる方」とした。

ただし、アイヌの血を受け継いでいると思われる方であっても、アイヌであることを否定し

ている場合は調査の対象とはしていない。

３ 調査の時点

平成２５年１０月１日

４ 調査の種類

次の４つの調査を実施した。

(１) 市町村調査
アイヌの人たちが居住する市町村を対象として、生活、教育の状況などを市

町村が調査

(２) 地 区 調 査
各市町村のアイヌの人たちが居住する地区を対象として、生活保護、課税

の状況などを市町村が調査

(３) 世 帯 調 査
無作為抽出した３００世帯を対象として、家族、所得、住居等の状況などを

知事が委嘱した調査員が、面接により調査

(４) ｱ ﾝ ｹ ｰ ﾄ調査
世帯調査の実施世帯における１５歳以上の世帯員を対象として、今後の対策

や差別などを知事が委嘱した調査員が、面接により調査

５ 調査の結果
調査の対象としたアイヌの人数は、6,880世帯、16,７８６人（前回：8,274世帯、23,782人）と

なっており、前回調査と比較すると、大学への進学率は増加しているが、高校への進学率は減

少し、生活保護率が上昇するなど各調査項目において変動が見られる結果となっている。

また、アイヌ居住市町村との比較においても、未だ差が見られる結果となっている。

主な調査結果は以下のとおり。

(1) 「市町村調査」の結果

① 調査の対象としたアイヌの人たちの状況

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

アイヌ居住市町村数 ６６市町村 ７２市町村 ６市町村減

アイヌの人数 １６，７８６人 ２３，７８２人 ６，９９６人減

アイヌの世帯数 ６，８８０世帯 ８，２７４世帯 １，３９４世帯減

※道内に居住するアイヌの人たちの全数ではない。

② 生活の状況〔生活保護率の状況〕

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

アイヌの人たち ４４．８‰ ３８．３‰ ６．５ﾎﾟｲﾝﾄ増

アイヌ居住市町村 ３３．１‰ ２４．６‰ ８．５ﾎﾟｲﾝﾄ増

※ 生活保護率の単位は「‰」（ﾊﾟｰﾐﾙ＝千分率）
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③ 教育の状況〔進学率の状況〕

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

高 アイヌの人たち ９２．６％ ９３．５％ ０．９ﾎﾟｲﾝﾄ減

校 アイヌ居住市町村 ９８．６％ ９８．３％ ０．３ﾎﾟｲﾝﾄ増

大 アイヌの人たち ２５．８％ １７．４％ ８．４ﾎﾟｲﾝﾄ増

学 アイヌ居住市町村 ４３．０％ ３８．５％ ４．５ﾎﾟｲﾝﾄ増

④ 就業者の状況〔１５歳以上の就業者〕

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

第一次 農 業 ・ 林 業 ９．７％ ８．５％ １．２ﾎﾟｲﾝﾄ増

漁 業 ２６．３％ ２０．１％ ６．２ﾎﾟｲﾝﾄ増
産 業 小 計 ３６．０％ ２８．６％ ７．４ﾎﾟｲﾝﾄ増

鉱 業 ０．９％ ０．３％ ０．６ﾎﾟｲﾝﾄ増

第二次 建 設 業 １１．２％ １８．０％ ６．８ﾎﾟｲﾝﾄ減

産 業 製 造 業 ６．９％ ９．４％ ２．５ﾎﾟｲﾝﾄ減

小 計 １９．０％ ２７．７％ ８．７ﾎﾟｲﾝﾄ減

第 三 次 産 業 ４０．４％ ４１．１％ ０．７ﾎﾟｲﾝﾄ減

分 類 不 能 の 産 業 ４．６％ ２．６％ ２．０ﾎﾟｲﾝﾄ増

⑤ 農林漁業の状況

ア 経営耕地面積規模別及び専業・兼業農家の割合

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

面 積
３ h a 未 満 ２４．４％ ２３．８％ ０．６ﾎﾟｲﾝﾄ増

規模別
３～10ha未満 ４２．４％ ４６．２％ ３．８ﾎﾟｲﾝﾄ減

1 0 h a 以 上 ３３．２％ ３０．０％ ３．２ﾎﾟｲﾝﾄ増

専業・
専 業 ５６．１％ ５６．４％ ０．３ﾎﾟｲﾝﾄ減

兼業別
第 一 種 兼 業 ３０．２％ ２２．３％ ７．９ﾎﾟｲﾝﾄ増

第 二 種 兼 業 １３．７％ ２１．３％ ７．６ﾎﾟｲﾝﾄ減

イ 経営形態別漁業経営体の割合

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

無 動 力 ０．３％ ０．９％ ０．６ﾎﾟｲﾝﾄ減

漁 船 ３ ﾄ ﾝ 未 満 ３３．２％ ４１．６％ ８．４ﾎﾟｲﾝﾄ減

３～５ ﾄﾝ未満 １３．７％ １２．３％ １．４ﾎﾟｲﾝﾄ増

漁 業 ５～10ﾄﾝ未満 １０．７％ １１．０％ ０．３ﾎﾟｲﾝﾄ減

1 0 ﾄ ﾝ 以 上 ４．１％ ４．０％ ０．１ﾎﾟｲﾝﾄ増

小 型 定 置 ８．６％ ０．６％ ８．０ﾎﾟｲﾝﾄ増

大 型 定 置 ０．５％ ５．３％ ４．８ﾎﾟｲﾝﾄ減

養 殖 ２４．４％ ２１．０％ ３．４ﾎﾟｲﾝﾄ増

そ の 他 ４．４％ ３．３％ １．１ﾎﾟｲﾝﾄ増

⑥ 住宅の状況〔持家住宅の老朽程度〕

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

修 理 の 必 要 な し ５０．８％ ５１．８％ １．０ﾎﾟｲﾝﾄ減

小 修 理 を 要 す る ３２．４％ ３１．８％ ０．６ﾎﾟｲﾝﾄ増

大 修 理 を 要 す る ８．９％ ８．８％ ０．１ﾎﾟｲﾝﾄ増

修 理 不 能 １．５％ １．７％ ０．２ﾎﾟｲﾝﾄ減

増 改 築 を 要 す る ３．２％ ５．３％ ２．１ﾎﾟｲﾝﾄ減

不 明 ３．２％ ０．５％ ２．７ﾎﾟｲﾝﾄ増
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(2) 「地区調査」の結果

① アイヌの人たちが居住する地区数

地区類型 今回調査 地 区 類 型 の 定 義

都 市 型 384地区 地区の主な産業が第二・三次産業で市街地を形成している地区

農 村 型 81地区 地区の主な産業が農林業による地区

漁 村 型 107地区 地区の主な産業が漁業による地区

民芸品製作型 1地区 地区の主な産業が民芸品製作販売による地区

混 合 型 116地区 上記２以上の類型が相半ばしている地区

地 区 全 体 689地区

② 地区類型別世帯数・人数

地区類型
今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

世帯数 人 数 世帯数 人 数 世帯数 人 数

都 市 型 3,016世帯 7,047人 3,662世帯 10,091人 646世帯減 3,044人減

農 村 型 737世帯 1,723人 781世帯 2,170人 44世帯減 447人減

漁 村 型 1,190世帯 3,301人 1,237世帯 3,774人 47世帯減 473人減

民芸品製作型 52世帯 123人 64世帯 155人 12世帯減 32人減

混 合 型 1,885世帯 4,592人 2,530世帯 7,592人 645世帯減 3.000人減

(３) 「世帯調査」の結果

① 世帯の年間所得の状況

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

1 0 0 万 円 未 満 １１．６％ ８．１％ ３．５ﾎﾟｲﾝﾄ増

1 0 0 ～ 1 9 9 万 円 ２０．０％ １３．４％ ６．６ﾎﾟｲﾝﾄ増

2 0 0 ～ 3 4 9 万 円 ２６．４％ ３１．０％ ４．６ﾎﾟｲﾝﾄ減

3 5 0 ～ 4 9 9 万 円 １７．３％ ２０．４％ ３．１ﾎﾟｲﾝﾄ減

5 0 0 万 円 以 上 １６．７％ ２４．６％ ７．９ﾎﾟｲﾝﾄ減

未 回 答 ８．０％ ２．５％ ５．５ﾎﾟｲﾝﾄ増

�② 生活意識

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

と て も 苦 し い ２７．３％ ２９．７％ ２．４ﾎﾟｲﾝﾄ減

多 少 困 る 程 度 ５０．３％ ５１．４％ １．１ﾎﾟｲﾝﾄ減

少しゆとりがある １７．７％ １８．３％ ０．６ﾎﾟｲﾝﾄ減

豊 か で あ る ０．０％ ０．３％ ０．３ﾎﾟｲﾝﾄ減

未 回 答 ４．７％ ０．３％ ４．４ﾎﾟｲﾝﾄ増

(４) 「アンケート調査」の結果

① アイヌの人たちが必要としている対策（複数回答）

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

教 育 の 充 実 ６７．９％ ７８．６％ １０．７ﾎﾟｲﾝﾄ減

アイヌ文化の保存と伝承 ３８．６％ ３２．０％ ６．６ﾎﾟｲﾝﾄ増

生 活 と 職 業 の 安 定 ５１．８％ ５０．２％ １．６ﾎﾟｲﾝﾄ増

産 業 の 振 興 １９．２％ １７．５％ １．７ﾎﾟｲﾝﾄ増

住宅や生活環境の整備 １９．４％ １８．７％ ０．７ﾎﾟｲﾝﾄ増
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② 幼稚園、保育所、塾への通園状況 （新規調査）

ア 幼稚園、保育所への通園状況

幼稚園のみ 保育所のみ 両 方 通っていない 不詳・無回答

１５．７％ ３６．３％ ４．４％ ３９．２％ ４．４％

イ 塾への通園状況

通 っ た 通っていない 不詳・無回答

１６．９％ ７９．３％ ３．８％

（家庭教師を含む）

③ 「アイヌである」と感じた時期 （新規調査）

小学校入学前 小学生の頃 中学生の頃 高校生の頃 高校卒業以降 わからない 不詳・無回答

１６．０％ ２２．５％ ７．８％ ２．６％ ２．６％ ２４．６％ ２３．９％

④ 差別経験の有無（複数回答）

区 分 今 回 調 査 前 回 調 査 増 減

差別を受けたことがある ２３．４％ １６．８％ ６．６ﾎﾟｲﾝﾄ増

うち最近6・7年 １．９％ ２．１％ ０．２ﾎﾟｲﾝﾄ減

自分はないが､他人が受けたのを知 ９．６％ １３．８％ ４．２ﾎﾟｲﾝﾄ減

っている うち最近6・7年 ０．５％ １．１％ ０．６ﾎﾟｲﾝﾄ減

受けたことがない ３５．５％ ４４．９％ ９．４ﾎﾟｲﾝﾄ減

わからない、不詳・無回答 ３１．５％ ２４．５％ ７．０ﾎﾟｲﾝﾄ増



 資料 １２  

- 1 - 
 

単位:‰ 

115.7

68.6
60.9

38.8 37.2 38.3
44.8

17.5 19.5 21.9 16.4 18.4
24.6

33.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

昭和47年 昭和54年 昭和61年 平成５年 平成11年 平成18年 平成25年

生活保護の状況（保護率）

アイヌの人たち アイヌの人たちの居住する市町村全体

平成11年

100万円未満 100万円以上200万円未満

200万円以上350万円未満 350万円以上500万円未満

500万円以上 未回答

11.6 

20.0 

26.4 

17.3 

16.7 

8.0 

平成25年

6.4 

16.2 

27.6 
20.8 

29.0 

平成11年

8.1 

13.4 

31.0 20.4 

24.6 

2.5 

平成18年
単位:％ 

北海道アイヌ生活実態調査 主な指標の推移 

生活保護の状況 

 

 

 

年間所得の状況 （アイヌの人たち）    

   

 

 

区分 
ア イ ヌ 

の人たち 

居住 

市町村 

全体 

市町村 

との差 

Ｈ２５ ４４．８ ３３．１ １．４倍 

Ｈ１８ ３８．３ ２４．６ １．６倍 

Ｈ１１ ３７．２ １８．４ ２．０倍 

Ｈ ５ ３８．８ １６．４ ２．４倍 

Ｓ６１ ６０．９ ２１．９ ２．８倍 

Ｓ５４ ６８．６ １９．５ ３．５倍 

Ｓ４７ １１５．７ １７．５ ６．６倍 

 Ｈ２５ Ｈ１８ Ｈ１１ 

100万年未満 11.6 8.1 6.4 

100万円以上200万円未満 20.0 13.4 16.2 

200万円以上350万円未満 26.4 31.0 27.6 

350万円以上500万円未満 17.3 20.4 20.8 

500万円以上 16.7 24.6 29.0 

回答なし 8.0 2.5 － 

‰ 
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8.8 8.1

11.8

16.1 17.4

25.8

31.1 
27.4 27.5 

34.5 
38.5 

43.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

昭和54年 昭和61年 平成５年 平成11年 平成18年 平成25年

大学進学率

アイヌの人たち アイヌの人たちの居住する市町村全体

41.6

69.3

78.4

87.4
95.2 93.5 92.6

78.2 

90.6 94.0 96.3 97.0 98.3 98.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

昭和47年 昭和54年 昭和61年 平成５年 平成11年 平成18年 平成25年

高校進学率

アイヌの人たち アイヌの人たちの居住する市町村全体

単位:％ 

 

高等学校・大学進学率の状況 

 

 

  

 

 

  

区分 

高校 大学 

アイヌ 

の人たち 

居住 

市町村 

全体 

アイヌ 

の人たち 

居住 

市町村 

全体 

Ｈ２５ ９２．６ ９８．６ ２５．８ ４３．０ 

Ｈ１８ ９３．５ ９８．３ １７．４ ３８．５ 

Ｈ１１ ９５．２ ９７．０ １６．１ ３４．５ 

Ｈ ５ ８７．４ ９６．３ １１．８ ２７．５ 

Ｓ６１ ７８．４ ９４．０ ８．１ ２７．４ 

Ｓ５４ ６９．３ ９０．６ ８．８ ３１．１ 

Ｓ４７ ４１．６ ７８．２ － － 

% 
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66.3

66.8

70.8

55.2

56.9

57.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

平成11年

平成18年

平成25年

住宅所有の状況

全道 アイヌの人たち

16.9

79.3

3.8

塾に通ったことのある経験

あり なし 不詳

20.2

79.8

うち30歳未満

あり なし

単位:％ 

単位:％ 

単位:戸、％ 

 

塾に通ったことのある経験 （アイヌの人たち）  

 

 

 

うち 30歳未満 （アイヌの人たち） 

 

 

 

 

住宅所有の状況  

 

※ 全道の数値は、直近の国勢調査の結果 

 

  

区分 ある ない 不詳 

Ｈ２５ 16.9 79.3 3.8 

区分 ある ない 

Ｈ２５ 20.2 79.8 

アイヌの人たち 全道 

年度 戸数 
うち持家 

年度 戸数 
うち持家 

戸数 構成比 戸数 構成比 

Ｈ２５ 4,094 2,897 70.8 Ｈ２２ 2,346,586 1,341,788 57.1 

Ｈ１８ 7,677 5,126 66.8 Ｈ１７ 2,295,322 1,307,125 56.9 

Ｈ１１ 8,098 5,370 66.3 Ｈ ７ 2,099,461 1,158,584 55.2 


